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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データサービスプロバイダのコンピュータにより、情報データベースからデータを提供
する方法であって、
　移動局から無線ネットワークによって呼を受け取るステップと、
　移動局の識別子を受け取るステップと、
　前記識別子を使用して個人識別番号と呼びを行っている移動局の識別子とを関連させた
テーブルである加入者プロファイルにアクセスするステップと、
　移動局の使用者にデータを選択するためのオプションを提供するステップと、
　前記呼の間に使用者によって選択されたデータに関する要求を受け取るステップと、
　前記加入者プロファイルからの個人識別番号を前記要求されたデータに追加するステッ
プと、
　前記要求されたデータおよび個人識別番号をメッセージセンタに送信するステップと、
　前記メッセージセンタからショートメッセージ伝達サービスフォーマット化データを前
記加入者プロファイルにおいて呼びを行っている移動局の識別子を使用して検索された個
人識別番号によって規定される宛先に転送するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記宛先が前記移動局であることを特徴とする方法。
【請求項３】
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　データサービスプロバイダのコンピュータにより、情報データベースからデータを提供
する方法であって、
　移動局の使用者にデータを選択するためのオプションを提供するステップと、
　移動局から発信される、使用者によって選択されたデータに関する要求を受け取るステ
ップと、
　前記移動局の識別子を受け取るステップと、
　個人識別番号と呼びを行っている移動局の識別子とを関連させたテーブルである加入者
プロファイルにおいて呼びを行っている移動局の識別子を使用して検索された個人識別番
号によってデータ送信のための宛先を選択するステップと、
　前記要求されたデータをメッセージセンタに送信するステップと、
　前記メッセージセンタから要求されたデータに対応するショートメッセージ伝達サービ
スフォーマット化データを選択された前記宛先に送信するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、選択される前記宛先が前記移動局であることを特徴と
する方法。
【請求項５】
　請求項３に記載の方法において、選択される前記宛先が他の移動局であることを特徴と
する方法。
【請求項６】
　データサービスプロバイダのコンピュータにより、移動局からの要求に応じてデータを
提供する方法であって、
　第一通信において、移動局識別子を受け取るステップと、
　前記移動局識別子を使用して個人識別番号と呼びを行っている移動局の識別子とを関連
させたテーブルである加入者プロファイルにアクセスするステップと、
　移動局の使用者にデータを選択するためのオプションを提供するステップと、
　ユーザによって選択された要求データを含むメッセージを生成するステップと、
　第二通信において、生成された前記メッセージをメッセージセンタに送信するステップ
と、
　ショートメッセージ伝達サービスフォーマット化データを含む前記メッセージを前記メ
ッセージセンタから前記加入者プロファイルにおいて呼びを行っている移動局の識別子を
使用して検索された個人識別番号によって規定される宛先に転送するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において、前記宛先が前記移動局であることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の方法において、前記転送するステップにおいて、前記要求されたデー
タはショートメッセージ伝達サービスフォーマット化されていることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報の無線検索に関する。特に、本発明は、無線ネットワークによる移動局か
らの要求に応じて情報データベースからデータを提供する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
情報サービスプロバイダが、加入者がアクセスして所定の所望の情報を得ることができる
データベースを構築できることは、先行技術において公知である。このような情報には、
ニュース、天候、交通量などが含まれる。このような情報を加入者に提供するひとつの構
成を、図１（Ａ）に示す。その構成において、加入者コンピュータ１００は、モデム１０
１を経由して一般加入電話網（ＰＳＴＮ）１に接続され、そのネットワークを通じてデー
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タベースサービスプロバイダ１０２に接続される。加入者は、コンピュータ１００によっ
て問い合わせまたは要求を生成しデータベースサービスプロバイダ１０２に送信すること
が可能であり、次に、これによって加入者に対する応答が提供される。
【０００３】
この構成は、コンピュータを有しＰＳＴＮと接続されている加入者に対しては有用である
が、これらの情報データベースまたは情報サービスプロバイダに対するアクセスは、他の
場合には未だ幾分限定されている。
【０００４】
現在、世界においては、無線通信の使用は引き続き急速に拡大している。人々は、ますま
すセルラー電話を持つようになり、セルラー電話によって、絶え間なく拡大しつつある無
線環境における移動通信が人々に提供される。しかし、現在は、移動局を経由して情報サ
ービスプロバイダのデータベースに容易にアクセスできる構成は、無線環境においては全
くない。
【０００５】
ＩＳ－１３６と呼ばれるプロトコルによって記載されるような、移動局のための強化機能
を用いれば、そのプロトコルで作動する無線通信装置にメッセージパケットを送付できる
ことが知られている。特に、この形式のメッセージ伝達は、ショートメッセージ伝達サー
ビス（ＳＭＳ）と呼ばれる。
【０００６】
図１（Ｂ）に、ＩＳ－１３６プロトコルによるショートメッセージを提供する公知の装置
を示す。その装置においては、移動局（ＭＳ）１１０は基地局（ＢＳ）１２０と無線によ
って連絡されている。基地局１２０は、移動交換局（ＭＳＣ）１３０と接続される。メッ
セージセンタ（ＭＣ）１４０はＭＳＣ１３０と接続される。メッセージセンタ１４０は、
移動単位に関するメッセージを記憶し、所定の加入者に関連する個人識別番号（ＰＩＮ）
を使用し、メッセージと加入者とを相互に関連させることができる。次に、メッセージセ
ンタ１４０は、メッセージをショートメッセージ伝達サービス（ＳＭＳ）フォーマットと
して知られるフォーマットによって移動交換局１３０および基地局１２０を経由して宛先
の移動局１１０に送る。ＳＭＳフォーマットは、先行技術において公知であり、ＩＳ－１
３６プロトコルに記載されている。
【０００７】
現在まで、ショートメッセージ伝達サービスの具体化によって、加入者が情報を検索する
機能がいかに拡大されるかを調査した者はない。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
移動局から情報を検索できる方法を提供することが、本発明の課題である。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明によって、移動局から情報データベースに容易にアクセスできるシステムおよび方
法が提供される。ひとつの実施形態においては、加入者は、移動局を使用し無線ネットワ
ークおよびＰＳＴＮ経由で情報サービスプロバイダに電話をかける。電話番号ＩＤのよう
な移動局識別ラベルも、情報サービスプロバイダに送られる。そこで、そのプロバイダは
、電話番号ＩＤを使用して使用者個人識別番号（ＰＩＮ）または使用者識別番号を検索す
る。次に、加入者は、移動局のキーボードのキーを作動させることによって、所望の特定
の情報片を選択する。その後、データベース情報サービスプロバイダは、所望のデータお
よび適切なＰＩＮまたは使用者識別番号を含むメッセージを構成し、それをメッセージセ
ンタに送る。次に、メッセージセンタは、ショートメッセージ伝達サービスフォーマット
に従って、情報サービスプロバイダからのデータを転送する。
【００１０】
この取り決めの結果として、移動局は、データベースサービスプロバイダにデータを要求
する柔軟性を有し、本発明によって利用できるようになるメッセージ伝達技術を使用しデ
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ータを移動局に直接に送らせる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明によれば、ＳＭＳフォーマットデータを移動局に提供するための公知の構成を使用
し、情報データベースからデータを検索する移動局の機能を強化することができる。本発
明の実施形態を、図２に示す。
【００１２】
図面の図形において同じである要素は、同じ符号を有する。本発明による実施形態におい
ては、図１（Ｂ）の公知の装置に備えられるものと同じ移動局、基地局、移動交換局、お
よびメッセージセンタを使用する。しかし、本発明においては、移動局１１０は、基地局
１２０、移動交換局１３０、およびＰＳＴＮ１を経由して、情報またはデータベースサー
ビスプロバイダ２０２と通信する。さらに、ホーム位置登録機（ＨＬＲ：Ｈｏｍｅ　Ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｉｓｔｅｒ）１６０は、既知の移動通信ネットワークと同様、移動
システムの加入者に関する情報を提供してＭＳＣ１３０をサポートする。この通信におい
ては、移動局１１０は、特定の形式のデータ、たとえば、ニュース情報、スポーツ、天候
、交通量、または移動局１１０の加入者にとって関心のある任意の他のデータを要求する
ことができる。前述したように、要求は公知の方法によって処理することが可能である。
すなわち、データベースサービスプロバイダ２０２は、所望のデータを選択するための音
声プロンプトまたはメニューオプションを加入者に提供することが可能であり、また加入
者は移動局１１０において、音声応答または移動局１１０のキーボード上の応答を使用し
て選択することができる。
【００１３】
情報の要求に加えて、データベースサービスプロバイダ２０２は、移動局１１０の識別ラ
ベル、すなわち電話番号識別ラベル（ＣＮＩ）も受け取る。ＣＮＩは、このような情報を
それぞれの移動局と関係させるデータベースから送られることができる。次に、データベ
ースサービスプロバイダ２０２はＣＮＩを使用して情報にアクセスし、要求されたデータ
の送信先を識別する。特に、データベースサービスプロバイダ２０２は、要素２０３に示
されるようなテーブルにアクセスすることができる。要素２０３は、加入者プロファイル
を構成し加入者のＣＮＩを個人識別番号（ＰＩＮ）と関係させ、個人識別番号によって、
加入者を識別し、その結果、要求されたデータを受信先である加入者のメッセージセンタ
にアクセスすることができる。次に、データベースサービスプロバイダ２０２は、加入者
に関連するメッセージセンタ１４０に送信する必要があるメッセージを構成する。このメ
ッセージは、移動局１１０との呼の進行中または呼の完了後しばらくした時点のいずれか
において構成することができる。メッセージは、要求されたデータおよびＰＩＮを含む。
代替方法としては、ＭＩＮ（移動識別番号）によって、加入者を識別するために十分な情
報が得られる。このような場合は、メッセージはデータおよびＭＩＮを含むことになる。
次いで、データベースサービスプロバイダ２０２は、データを出力しＰＳＴＮ１を経由し
て宛先のメッセージセンタ１４０に送る。メッセージセンタ１４０は、メッセージ、すな
わち要求したデータを、ＰＩＮまたはＭＩＮによって識別される移動局に関連するメモリ
に記憶する。メッセージは、ＩＳ－１３６プロトコルに記載されているＳＭＳフォーマッ
トに対応するフォーマットで記憶されることになる。メッセージセンタ１４０は、次に、
メッセージパケット（単数または複数）を、公知のショートメッセージ伝達サービス技術
によって宛先の移動局に転送する。
【００１４】
前述した実施形態において、情報は、情報を要求した移動局に直接に送られる。しかし、
常に、この様式である必要はない。実際に、情報は、要素２０３のＣＮＩに関連する加入
者プロファイルによって規定される宛先に送られる。したがって、所定の加入者は、前述
したような情報の予定される受信者として顧客自体の移動局を指定する顧客プロファイル
を有することができる。代替方法としては、ＣＮＩをＰＩＮと関連させて、ＰＩＮによっ
て、情報を最後にある所定の位置にある末端利用者にファックスで送るように指定するこ
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【００１５】
さらにまた、開示された実施形態の変形において、インタネットを情報の基盤として使用
することができる。その構成においては、データベースサービスプロバイダ２０２は、イ
ンタネットにアクセスし、加入者によって要求されるときに、情報をインタネットから得
る情報サーバと見なすことができる。そこで、情報サーバは、適切なメッセージパケット
を作成し、発呼者識別番号またはＣＮＩに関連するＰＩＮに基づいて、メッセージパケッ
トをメッセージセンタ１４０に送る。この状況において、情報サーバは、１）加入者ＣＮ
ＩおよびＰＩＮまたはＭＩＮに関するデータベースと、２）メッセージセンタ１４０に接
続するためのダイヤル呼び出しソフトウェアと、３）インタネットに接続し、ニュース、
天候、スポーツ、交通量などのような要求される情報をダウンロードするためのソフトウ
ェアと、４）情報を適切なサイズのメッセージにフォーマットし、プロトコルを満足させ
るソフトウェアと、５）ＣＮＩを検出する機能と、を含むことができる。
【００１６】
利用者プロファイルに記憶することができる他の情報は、使用者の名称、有線電話番号、
ＣＮＩ、電子メールアドレス、ファックス番号、などに関連させることが可能であり、ま
たこれらの利用者プロファイル情報のどれを使用しても、情報サーバからのデータの流れ
を加入者に向けることができる。
【００１７】
本発明のさらにまた別の実施形態においては、加入者は第三者に要求を送らないが、その
代わり、情報に関する要求を実際にメッセージセンタ１４０に送る。この状況においては
、メッセージセンタ１４０は、「内部的に」情報サービスプロバイダとして機能する。メ
ッセージセンタ１４０においてメッセージを送るために長い待ち行列が存在する状況が発
生したときは、この方法は、加入者に特に有益である場合がある。この状況においては、
メッセージセンタ１４０は移動局から呼を受け取り、この呼によってＣＮＩをＰＩＮまた
はＭＩＮと関連させ、また保留中のいずれかのメッセージの送信の要求を受け取る。次い
で、メッセージセンタ１４０は、これらの実際の要求に対応して起動され、その結果、記
憶されたメッセージが移動局に提供される。
【００１８】
このように、本発明によれば、移動局は多様な情報サービスプロバイダの任意のひとつに
対するアクセスを実現することが可能であり、これは、これらのサービスプロバイダが、
移動局の発呼者番号識別ラベルを、移動局が接続されるメッセージセンタに関するＰＩＮ
利用者識別ラベルと関連させることができる条件において、およびサービスプロバイダが
ＳＭＳ通信をサポートする条件において可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　（Ａ）はデータベースサービスプロバイダに由来する情報にアクセスするため
の公知の構成を示す図であり、（Ｂ）はショートメッセージ伝達サービスを移動局に提供
するための公知の構成を示す図である。
【図２】　本発明の実施形態を示す図である。
【符号の説明】
１００　加入者コンピュータ、１０１，１５０　モデム、１０２，２０２　データベース
サービスプロバイダ、１１０　移動局、１２０　基地局、１３０　移動交換局、１４０　
メッセージセンタ、２０３　テーブル。
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